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O
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C
D
モ
デ
ル
条
約
に
お
け
る
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互
協
議
手
続
の
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三
・
完
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O　E　C　Dモデル条約における相互協議手続の性質（三・完）
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第
一
節
モ
デ
ル
条
約
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー

　
第
二
節
　
モ
デ
ル
条
約
の
解
説

　
　
一
　
モ
デ
ル
条
約
間
の
合
致
と
相
違

　
　
二
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E
C
D
モ
デ
ル
条
約
と
U
N
モ
テ
ル
条
約

　
　
三
　
U
S
モ
デ
ル
条
約

　
第
三
節
　
日
本
の
二
重
課
税
条
約

　
　
］
　
第
二
五
条
二
項
に
関
す
る
条
約
の
概
観

　
　
二
　
説
　
明

第
四
章
　
相
談
手
続
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三
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デ
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条
約
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関
す
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コ
メ
ン
タ
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ー
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節
　
モ
デ
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条
約
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解
説
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モ
デ
ル
条
約
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の
合
致
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相
違
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E
C
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モ
デ
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モ
デ
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モ
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日
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課
税
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二
五
条
三
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に
関
す
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条
約
の
概
観

　
　
二
　
説
　
明

第
五
章
　
仲
裁
手
続
（
第
四
項
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一
節
モ
デ
ル
条
約
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関
す
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コ
メ
ン
タ
リ
ー

　
第
二
節
　
モ
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条
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の
解
説

　
　
一
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合
致
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C
D
モ
デ
ル
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三
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連
モ
デ
ル
条
約

　
　
四
　
U
S
モ
デ
ル
条
約

　
第
三
節
　
日
本
の
二
重
課
税
条
約

　
　
］
　
第
二
五
条
四
項
に
関
す
る
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の
概
観

　
　
二
　
説
　
明
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第
四
章
　
相
談
手
続
（
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三
項
）

第
一
節
　
モ
デ
ル
条
約
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー

完）（）E　C　Dモテル条約における相々1協議f続σ）’1“1．質（

32

　
［
相
談
手
続
］

　
本
項
の
第
一
文
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
、
解
釈
又
は
適
用
上
の
困
難
を
相
互
協
議
の
手
法
で
解

決
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
か
つ
、
そ
の
権
限
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
困
難
が
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
手
続
き
の
通
常
適

用
さ
れ
る
個
別
事
案
に
関
連
し
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
も
、
納
税
義
務
者
の
一
グ
ル
ー
プ
全
体
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
若
し
く
は
か

か
わ
り
う
る
そ
う
し
た
、
本
質
的
に
一
般
的
な
性
質
の
困
難
が
こ
こ
で
は
間
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
H
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

33

　
［
条
約
の
適
用
と
解
釈
］

　
本
項
は
、
租
税
条
約
の
適
用
か
ら
生
じ
る
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
困
難
と
は
、
源
泉
地
国
に
お

け
る
配
当
、
利
子
お
よ
び
使
用
料
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
る
税
の
減
免
手
続
の
導
入
と
運
用
に
関
連
し
て
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
そ
の

よ
う
な
実
務
的
な
性
質
の
困
難
に
と
ど
ま
ら
ず
、
条
約
交
渉
当
時
に
予
想
さ
れ
た
条
約
規
定
の
通
常
の
運
用
を
損
な
っ
た
り
妨
げ
う

る
よ
う
な
困
難
（
こ
の
解
決
は
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
従
前
の
合
意
に
左
右
さ
れ
な
い
。
）
も
含
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

34
　
［
国
内
法
］

　
本
項
に
基
づ
き
、
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
特
に
次
の
こ
と
が
で
き
る
。
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1
用
語
が
条
約
に
お
い
て
不
完
全
に
又
は
不
明
瞭
に
定
義
さ
れ
て
い
る
場
合
、
な
ん
ら
か
の
困
難
を
予
防
す
る
た
め
に
、
そ
の

　
　
　
定
義
を
補
完
し
又
は
明
確
に
す
る
こ
と
。

1
一
方
の
締
約
国
の
法
令
が
、
租
税
条
約
の
本
質
的
内
容
や
均
衡
を
損
な
う
こ
と
な
く
改
正
さ
れ
た
場
合
、
か
か
る
改
正
か
ら

　
　
　
生
じ
る
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
。

1
借
主
の
国
の
利
子
を
過
少
資
本
税
制
に
か
か
る
規
定
に
基
づ
き
、
配
当
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、

　
　
　
い
か
な
る
要
件
の
場
合
に
許
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
貸
主
の
国
に
お
い
て
、
配
当
の
場
合
と
同
様
に
負
担
の
軽
減
を
（
た

　
　
　
と
え
ば
、
親
子
会
社
間
関
係
に
基
づ
く
負
担
軽
減
に
関
す
る
規
定
が
二
国
間
租
税
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
負
担
軽

　
　
　
減
に
よ
っ
て
）
受
け
る
た
め
の
要
件
は
何
か
を
決
定
す
る
こ
と
。
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
再
付
番
及
び
改
正
。
沿
革
参
照
）

35
　
［
権
限
」

　
第
三
項
は
、
「
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
」
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
は
、
大
蔵
大
臣
又
は
条
約
の
執
行
に
責
任
を
負
う
代
表
者

に
対
し
て
、
条
約
の
解
釈
に
関
し
て
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
相
互
協
議
に
よ
っ
て
解
決
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
各

締
約
国
の
国
内
法
に
よ
り
、
条
約
で
指
定
さ
れ
た
「
権
限
の
あ
る
当
局
」
の
み
な
ら
ず
、
他
の
機
関
（
た
と
え
ば
、
外
務
省
、
裁
判

所
）
も
、
国
際
的
な
条
約
又
は
取
極
め
を
解
釈
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
か
か
る
解
釈
権
が
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
他
の

機
関
に
排
他
的
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
…
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

36
　
［
拘
束
力
］

　
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
一
般
的
困
難
を
解
決
す
る
相
互
協
議
合
意
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
そ
の
合
意
内
容
を
修
正
又
は
廃
止

す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
限
り
、
ず
っ
と
両
国
行
政
庁
を
拘
束
す
る
。
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

37
　
［
条
約
の
欠
鉄
］

　
第
三
項
二
文
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
条
約
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
二
重
課
税
の
事
案
を
も
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
可
能
に

38



し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
と
く
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
両
締
約
国
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
第
三
国
に
居
住
す
る
者
の
事
案

で
あ
る
。
相
互
協
議
手
続
が
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
生
じ
う
る
二
重
課
税
を
有
効
に
排
除
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
望
ま
し
い
。

た
だ
し
、
条
約
に
お
い
て
明
示
的
又
は
少
な
く
と
も
黙
示
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
点
に
関
し
て
条
約
の
補
完
を
国
内
法
に
許
容

し
て
い
な
い
締
約
国
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
例
外
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
租
税
条
約
は
、

条
約
そ
の
も
の
が
批
准
又
は
同
意
を
必
要
と
す
る
の
と
同
様
に
、
付
属
議
定
書
に
よ
っ
て
の
み
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

OE　C　Dモデル条約における相互協議手続の性質（三・完）

　
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
対
す
る
留
保

55

　
［
メ
キ
シ
コ
」

　
メ
キ
シ
コ
は
第
三
項
二
文
に
つ
い
て
そ
の
立
場
を
留
保
す
る
。

さ
れ
て
い
な
い
事
案
に
つ
い
て
二
重
課
税
を
除
去
す
る
こ
と
は
、

な
ぜ
な
ら
、
メ
キ
シ
コ
国
内
法
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
な
か
で
規
定

授
権
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
五
年
九
月
二
一
日
追
加
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
モ
デ
ル
条
約
の
解
説

　
［
　
モ
デ
ル
条
約
間
の
合
致
と
相
違

　
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
は
文
言
上
U
N
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
と
合
致
し
て
い
る
。
同
様
に
、
第
二
五
条
三
項
に

関
す
る
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
第
二
五
条
三
項
に
関
す
る
U
N
コ
メ
ン
タ
リ
ー
と
合
致
し
て
い
る
。
U
S
モ
デ
ル
条
約
二
五

条
三
項
は
第
二
文
に
お
い
て
特
別
な
権
限
カ
タ
ロ
グ
を
定
め
て
い
る
。

39
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二
　
〇
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
お
よ
び
U
N
モ
デ
ル
条
約

1
　
総
　
則

　
第
二
五
条
三
項
は
、
具
体
的
な
個
別
事
案
に
関
連
し
て
い
な
く
と
も
、
ま
た
条
約
で
規
律
さ
れ
て
い
な
い
二
重
課
税
事
案
を
解
決

す
る
も
の
で
な
く
と
も
、
租
税
条
約
上
の
法
律
問
題
を
討
議
し
う
る
権
限
を
、
権
限
の
あ
る
当
局
に
与
え
て
い
る
。
狭
義
の
相
互
協

議
手
続
が
開
始
さ
れ
る
と
、
こ
れ
は
必
然
的
に
第
二
五
条
三
項
一
文
に
い
う
手
続
き
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
第
三
項
二
文

に
い
う
手
続
き
を
含
み
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

40

2
　
第
二
五
条
三
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

　
　
○
　
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
し
て
生
じ
う
る
そ
う
し
た

　
　
○
　
困
難
又
は
疑
義
を

　
　
○
　
双
方
の
合
意
に
よ
り
解
決
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
双
方
の
合
意
に
努
め
る
義
務
は
、
共
同
作
業
の
必
要
性
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
努
力
義
務
は
、
あ
た
か
も
両
国
が
相

互
に
質
的
に
も
量
的
に
も
同
じ
程
度
に
譲
歩
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
、
両
国
に
お
け
る
法
令
の
拘
束
が
相
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
も
そ
も
可
能
で
な
い
。
し
か
し
、
締
約
国
は
、
相
互

の
譲
歩
の
た
め
に
存
在
す
る
可
能
性
を
す
べ
て
尽
く
す
よ
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
条
約
法
又
は
国
内
法
が
複
数
の
考
え
う
る
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

を
認
め
て
い
る
場
合
、
合
意
の
え
ら
れ
る
解
決
に
達
し
う
る
そ
う
し
た
解
釈
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
な
ら
な
い
。
条
約
の
解
釈
に

関
し
て
生
じ
る
困
難
又
は
疑
義
は
、
法
律
問
題
で
あ
る
。
当
該
条
約
の
解
釈
に
関
し
て
生
じ
る
困
難
又
は
疑
義
は
法
律
問
題
（
包
摂

問
題
）
で
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
、
と
り
わ
け
事
実
関
係
の
認
定
の
領
域
に
お
い
て
も
生
じ
う
る
。
さ
ら
に
、
条
約
の
行
政
技
術
の
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（
鵬
）

取
扱
い
も
ま
た
条
約
の
適
用
に
該
当
す
る
。
特
別
な
記
入
用
紙
の
採
用
又
は
特
別
委
員
会
の
設
置
。
こ
れ
に
対
し
、
条
約
適
用
に
関

す
る
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
が
条
約
の
不
完
全
な
又
は
一
義
的
で
な
い
規
定
の
補
完
又
は
明
確
化
に
も
資
し
て
い
る
場
合
、
少

な
く
と
も
誤
解
を
招
き
が
ち
で
あ
る
（
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
⊥
二
三
項
以
下
）
。
こ
こ
で
は
条
約
の
解
釈
問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
。

適
用
問
題
は
主
と
し
て
源
泉
税
に
つ
い
て
の
二
重
課
税
条
約
の
実
施
な
ら
び
に
一
定
グ
ル
ー
プ
の
納
税
義
務
者
（
越
境
労
働
者
、
農

業
従
事
者
、
芸
能
人
な
ど
）
に
対
す
る
課
税
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
多
数
の
事
案
に
か
か
わ
っ
て
い
る
解
釈
に
つ
い
て
の
合
意
の
法
的
性
格
、
と
く
に
拘
束
力
は
、
争
わ
れ
て
い
る
。
他
方
の
締
約
国

に
対
す
る
拘
束
、
国
内
の
法
適
用
機
関
の
拘
束
な
ら
び
に
相
互
協
議
手
続
で
合
意
し
た
当
局
お
よ
び
そ
の
下
級
行
政
庁
の
自
己
拘
束

は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
解
釈
に
関
す
る
合
意
を
、
二
重
課
税
条
約
を
補
完
す
る
た
め
の
国
際
法
上
の
契
約
と
し

て
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
二
重
課
税
条
約
の
有
権
解
釈
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
二
重
課
税
条
約
の

改
正
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
合
意
は
そ
の
都
度
の
関
係
手
続
法
の
原
則
に
従
っ
て
の
み
国
内
法
上
の

効
力
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
議
会
の
同
意
な
く
と
も
条
約
法
が
国
内
で
直
接
に
妥
当
す
る
国
々
、
又
は
議
会
に
代
わ
っ
て

条
約
の
国
内
適
用
に
つ
き
下
命
し
う
る
授
権
を
憲
法
が
権
限
の
あ
る
当
局
に
授
権
し
て
い
る
そ
う
し
た
国
々
に
お
い
て
の
み
、
か
か

る
解
釈
の
合
意
は
国
内
法
ヒ
効
力
を
有
す
る
。
こ
れ
は
少
数
の
O
E
C
D
加
盟
国
で
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
は
第
二
五

条
三
項
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
条
項
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
国
際
法
上
の
合
意
を
な
し
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
燗
）

て
さ
ら
に
そ
の
合
意
を
国
内
法
へ
編
入
す
る
こ
と
を
授
権
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
解
釈
の

合
意
は
、
特
定
の
意
味
を
二
重
課
税
条
約
に
適
用
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
行
政
取
極
め
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
。
解
釈
に

関
す
る
合
意
そ
の
も
の
が
、
条
約
、
国
内
法
又
は
拘
束
力
の
あ
る
裁
判
所
判
決
に
抵
触
し
て
い
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
行
政
取
極
め

は
関
係
行
政
庁
を
拘
束
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
解
釈
に
関
す
る
合
意
は
、
裁
判
所
を
拘
束
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
納
税
義
務
者
を

も
拘
束
し
な
い
。
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O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
一
文
（
解
釈
適
用
相
互
協
議
手
続
）
は
、
個
別
具
体
の
事
案
に
お
い
て
、
相
互
協
議
の
合
意

を
な
す
権
限
を
定
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
将
来
生
じ
る
で
あ
ろ
う
事
案
に
つ
い
て
拘
束
力
を
も
た
せ
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
し
て
生
じ
る
困
難

又
は
疑
義
を
相
互
協
議
に
よ
っ
て
解
決
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
」
解
釈
合
意
に
関
す
る
正
確
な
法
的
地
位
は
、
租
税
条
約

に
特
に
関
係
し
て
い
る
権
威
が
バ
ー
チ
ャ
リ
ー
に
も
な
い
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ベ
ル
ギ
ー
最
高
裁
の
ケ
ー
ス
は
そ
の
例
外
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
最
高
裁
判
所
は
、
当
該
合
意
が
法
的
に
拘
束
力
を
も
っ
て
お
ら
ず
、

た
ん
に
法
理
と
し
て
考
慮
に
入
れ
る
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
当
該
合
意
の
地
位
は
、
少
な
く
と
も
第
一
段
階
で
は
、

各
締
約
国
の
国
内
法
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
は
も
ち
ろ
ん
各
締
約
国
の
国
内
法
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
う
る
。

　
解
釈
合
意
の
法
的
妥
当
性
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
間
で
な
さ
れ
た
相
互
協
議
合
意
を
参
照
し
て

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
互
協
議
の
合
意
は
、
性
質
上
、
必
ず
納
税
義
務
者
に
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
一
九
七
一
年
一
一

月
一
日
の
両
国
租
税
条
約
二
〇
条
一
項
は
、
概
要
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
（
A
国
の
）
公
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
（
B
国
で
）
居
住
し
て
い
る
者
に
対
し
て
（
A
国
に
よ
っ
て
）
支
払
わ
れ
た
報
酬
は
、
（
A
国
に
お
い
て
）
課
税
さ
れ
う
る
。
」
文
献

で
は
、
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
A
国
の
政
府
職
員
は
、
か
れ
が
A
国
で
遂
行
さ

れ
た
か
れ
の
公
務
に
対
す
る
報
酬
に
対
し
て
、
A
国
に
お
い
て
課
税
を
う
け
う
る
た
め
に
は
、
B
国
の
居
住
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
両
国
の
国
内
法
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
そ
の
者
の
居
住
地
に
か
か
わ
ら
ず
A
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

か
れ
の
報
酬
は
A
国
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
条
約
は
、
も
し
そ
の
者
が
B
国
の
居
住
者
で
な
い
な
ら

ば
、
A
国
に
お
け
る
税
を
そ
の
個
人
か
ら
免
が
れ
さ
せ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
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相
談
手
続
に
お
い
て
は
時
折
規
律
（
す
な
わ
ち
先
行
す
る
解
釈
合
意
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

が
関
係
の
二
重
課
税
条
約
の
発
効
前
に
行
わ
れ
る
。

O　E　C　Dモデル条約における相互協議手続の性質（三・完）

3
　
第
二
五
条
三
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
権
限
の
あ
る
当
局
（
複
数
）
は
一
緒
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
。

　
　
○
　
条
約
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
そ
う
し
た

　
　
○
　
事
案
に
つ
い
て
二
重
課
税
が
ど
の
よ
う
に
回
避
さ
れ
う
る
か
。

　
第
二
五
条
三
項
皿
文
の
手
続
き
と
同
様
に
、
第
二
五
条
三
項
二
文
に
い
う
相
談
手
続
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
個
別
事
案
又

は
多
数
の
事
案
を
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
権
限
の
あ
る
当
局
が
こ
の
手
続
き
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
当
局

の
代
表
者
は
広
い
裁
量
を
有
し
て
い
る
（
「
で
き
る
」
）
。

　
第
二
五
条
三
項
二
文
の
規
定
は
当
該
手
続
の
目
標
を
「
相
談
す
る
」
（
英
語
「
8
霧
葺
8
鴨
浮
震
」
、
仏
語
「
ω
①
8
蓉
象
R
」
、
独

語
♂
R
簿
窪
」
）
の
表
現
を
用
い
て
記
述
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
務
お
よ
び
学
説
の
一
部
は
、
「
相
談
」
の

結
果
が
締
約
当
事
国
な
ら
び
に
そ
の
当
局
と
国
民
に
対
し
国
内
法
上
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大

部
分
の
国
々
で
は
、
議
会
の
同
意
を
要
す
る
条
約
の
補
完
は
、
条
約
そ
の
も
の
と
同
じ
く
、
立
法
府
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

お
よ
び
補
完
の
議
定
書
に
関
す
る
ド
イ
ツ
実
務
は
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
第
三
項
一
文
に
よ
る
手
続
と
第
三
項
二
文
に
よ
る
手
続
と
は
こ
の
理
由
か
ら
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
項
】
文
の
手
続
で
は
二
重
課
税
条
約
の
解
釈
と
適
用
が
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
項
二
文
の
手
続
で
は
二
重
課
税
条
約
の
補

完
が
間
題
で
あ
る
。

三
　
U
S
モ
デ
ル
条
約

U
S
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
二
文
は
、

当
局
に
よ
る
事
実
間
題
の
相
談
と
解
決
に
つ
い
て
特
別
な
権
限
カ
タ
ロ
グ
を
定
め
て
い
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る
。
し
か
し
こ
の
カ
タ
ロ
グ
は
、
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
と
U
N
モ
デ
ル
条
約
の
第
二
五
条
三
項
二
文
と
文
言
上
一
致
し
て
い
る
そ

う
し
た
U
S
モ
デ
ル
条
約
三
項
一
文
に
つ
い
て
は
、
限
定
列
挙
で
な
い
。

（
研
）
　
参
照
、
「
国
際
的
な
判
断
整
合
性
」
の
原
則
に
つ
い
て
、
参
照
、
木
村
弘
之
亮
「
二
重
課
税
条
約
の
解
釈
」
法
学
研
究
六
八
巻
六
号

　
（
一
九
九
五
）
一
頁
以
下
、
木
村
弘
之
亮
「
租
税
条
約
の
解
釈
に
お
け
る
性
格
決
定
と
関
連
諸
問
題
」
法
学
研
究
六
八
巻
一
二
号
（
一
九

　
九
五
）
八
九
頁
以
「
。

（
齪
）
　
参
照
、
象
映
象
鳶
い
図
く
冨
O
U
国
」
ω
（
一
〇
〇
〇
一
）
。

（
靭
）
　
異
説
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
の
蚕
勘
塁
妹
ミ
職
シ
犀
」
8
ρ
置
2
」
占
ω
9

（
㎜
）
例
え
ば
一
九
七
一
年
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
ニ
重
課
税
条
約
に
関
す
る
一
九
七
一
年
六
月
一
八
日
と
九
月
二
九
日
の
相
互
協
議
手
続
に
関

　
す
る
議
定
書
、
ω
ω
＆
一
」
O
謡
同
0
9
ひ
8
二
九
五
四
年
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
二
重
課
税
条
約
即
①
＜
。
ギ
o
け
●
お
臼
に
関
す
る
一

九
六
五
年
一
〇
月
一
八
日
の
相
互
協
議
手
続
に
関
す
る
覚
え
書
、
U
ω
菊
一
〇
〇
〇
ふ
0
9
先
行
す
る
解
釈
合
意
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
、

　
ミ
。
q
o
魯
辱
§
匙
ミ
ミ
言
匡
2
R
－
竃
曽
邑
一
置
ω
＼
＝
き
鴨
＃
R
目
＞
簿
●
N
①
U
ω
》
ω
3
（
①
一
N
一
零
ご
b
魯
ミ
き
め
歳
鳴
§
ミ
一
≦
①
属
仁
昌
鵬
①
口

⊆
邑
＞
¢
ω
一
招
…
磯
窪
N
¢
ヨ
冨
く
窪
①
二
①
ロ
α
①
葺
ω
3
6
ヨ
①
ユ
ざ
巳
ω
3
窪
O
o
薯
①
一
げ
①
ω
け
①
器
三
轟
ω
曽
算
o
ヨ
ヨ
①
p
＞
≦
U
一
〇
①
9
占
ω
嚇

　
ミ
鴨
ミ
鼻
魯
　
歳
恥
き
タ
　
勾
Φ
o
耳
一
8
『
Φ
ω
①
⊆
旨
①
＝
仁
⇒
磯
α
①
ω
く
R
ω
鼠
ロ
象
讐
ロ
鴨
ヨ
①
ヨ
o
寅
昌
α
仁
日
ω
N
q
ヨ
8
＜
こ
一
①
旨
o
口
α
①
葺
ω
o
げ
－

　
鋤
ヨ
①
ユ
犀
㊤
巳
ω
o
『
①
昌
O
o
も
O
①
一
げ
①
ω
辞
①
g
①
毎
昌
甥
㊤
σ
犀
o
ヨ
日
①
P
》
ミ
U
一
〇
①
ρ
器
一
。

（
m
）
　
象
映
も
ミ
（
問
p
8
）
矯
［
図
く
富
O
U
国
｝
畠
脇
（
一
〇
〇〇
一
）
．
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＼　　　　　　　項　　目

相手国名
　　　　　　　　　　＼

相互協議 解釈適用協議

　　（1文）

立法的解決協議

　　（2文）

OECD条約モデル

わが国の条約例

25条3項

1．アイルランド 27条3項 能条約モデル 能条約モデル

2．アメリカ合衆国 25条2項 ～条約モデル 　　　

3．イギリス 26条3項 ～条約モデル 一

4．イスラエル 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

5．イタリア 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

6．インド 25条3項 能条約モデル 短条約モデル

7．インドネシア 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

8．エジプト 22条3項 ～条約モデル ～条約モデル

9．オーストラリア 一 皿 一

10．オーストリア 21条2項 ～条約モデル 一

ll．オランダ 26条3項 ～条約モデル ～条約モデル

12．カナダ 23条3項 ～条約モデル ～条約モデル

13．韓国 20条2項 ～条約モデル

14．ザンビア 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

15．シンガポール 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

16．スイス 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

17．スウェーデン 24条3項 能条約モデル 能条約モデル

18．スペイン 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

19．スリ・ランカ 18条2項 ～条約モデル 一

20．ソ連邦 22条3項 ～条約モデル ～条約モデル

　　　　　　ー
21．タィ 23条3項 ～条約モデル 能条約モデル

22．中国 25条3項 能条約モデル ～条約モデル

　　　　　　ー
23．チェッコスロヴァキア 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

％デンマーク
25条3項 態条約モデル ～条約モデル

45

第
二
五
条
三
項
に
関
す
る
条
約
の
概
観

第
三
節
　
日
本
の
二
重
課
税
条
約
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　　　　　　項　　目

相手国名

相互協議 解釈適用協議

　　（1文〉

立法的解決協議

　　（2文）

25．ドイツ 25条3項 ～条約モデル 短条約モデル

26．トルコ 24条3項 ～条約モデル ～条約モデル

27．ニュー・ジーランド 16条1文 ～条約モデル 一

28．ノールウェー 25条3項 ～条約モデル 能条約モデル

29．ハンガリー 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

30．バングラデシュ 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

31．パキスタン 17条 ～条約モデル ｝

32．フィリピン 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

33．フィンランド 25条3項 ～条約モデル 施条約モデル

34。フランス 25条3項 短条約モデル ～条約モデル

35．ブラジル 25条3項 ～条約モデル 短条約モデル

36．ブルガリア 25条3項 能条約モデル 短条約モデル

37．ヴィェトナム 24条3項 短条約モデル ～条約モデル

38．ベルギー 25条3項 ～条約モデル 一

39．ポーランド 25条3項 ～条約モデル ～条約モデル

40．マレイシア 21条3項 ～条約モデル ～条約モデル

41．メキシコ 24条3項 ～条約モデル 一

42．ルクセンブルグ 27条3項 ～条約モデル ～条約モデル

43．ルーマニア 24条3項 能条約モデル ～条約モデル

46

二
説
明

1
　
日
本
法
は
、
同
意
を
要
す
る
条
約
法
と
な
ら
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
「
規
範
的
行
政
協
定
」
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
二
重
課
税
条

約
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
同
意
を
必
要
と
す
る
条
約
法
に
規
範
的
行
政
協
定
が
関
係
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
行
政
協

　
　
　
　
パ
　
レ

定
は
締
結
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
解
釈
適
用
協
議
の
合
意
は
、
た
と
え
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
合
意
を
実
施
す
る

た
め
で
き
る
か
ぎ
り
努
力
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
国
家
間
の
拘
束
力
を
根
拠
づ
け
な
い
。
解
釈
適
用
協
議
の
合
意



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

は
法
規
命
令
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
明
確
性
の
要
請
（
憲
法
八
四
条
）
を
み
た
す
授
権
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
解
釈
適
用
協
議
の
合
意
は
行
政
規
則
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
適
用
協
議
の
合
意
そ
の
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姻
）

明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
行
政
規
則
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
。

O　E　C　Dモデル条約における相互協議手続の性質（三・完）

2
　
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
に
い
う
相
談
手
続
に
対
応
す
る
規
定
を
、
日
本
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
租
税
条
約
は
定
め
て
い
な
い
。

こ
の
条
約
は
明
文
を
も
っ
て
狭
義
の
相
互
協
議
手
続
の
み
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
相
互
協
議
手
続
で
さ
え
も
条

約
規
定
を
解
釈
せ
ず
に
実
施
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
条
約
モ
デ
ル
か
ら
の
乖
離
は
、
二
重
課
税

の
う
ち
条
約
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
相
談
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
限
定
は
重

大
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
局
の
代
表
者
の
権
限
は
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
二
文
に
い
う
相
談
手
続
に
お
い
て
は
非
常
に
制
限

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
二
文
に
い
う
相
談
手
続
に
相
当
す
る
規
定
を
、
日
本
・
ア
メ
リ
カ
租
税
条
約
二
五
条
二
項
、
イ
ギ
リ
ス

条
約
二
六
条
一
項
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
二
一
条
二
項
、
韓
国
条
約
二
〇
条
二
項
、
ス
リ
・
ラ
ン
カ
条
約
一
八
条
二
項
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
条
約
一
六
条
一
文
、
パ
キ
ス
タ
ン
条
約
一
七
条
、
ベ
ル
ギ
ー
条
約
二
五
条
三
項
、
メ
キ
シ
コ
条
約
二
四
条
三
項
は
定
め

て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
条
約
は
第
二
五
条
三
項
一
文
に
い
う
相
談
手
続
（
い
わ
ゆ
る
解
釈
適
用
協
議
手
続
）
を
定
め

て
い
る
が
、
一
部
で
は
条
約
モ
デ
ル
と
食
い
違
っ
て
い
る
。
一
連
の
租
税
条
約
は
、
締
約
国
と
第
三
国
と
の
間
の
条
約
に
対
す
る
こ

の
条
約
の
関
係
に
関
し
て
生
ず
る
困
難
又
は
疑
義
を
解
決
し
う
る
権
能
を
、
権
限
の
あ
る
当
局
に
与
え
て
い
る
（
ス
リ
・
ラ
ン
カ
条

約
一
八
条
二
項
、
パ
キ
ス
タ
ン
条
約
一
七
条
）
。

47
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3
　
二
種
類
の
相
談
手
続

　
相
談
手
続
は
、
当
該
二
重
課
税
条
約
の
解
釈
及
び
適
用
に
当
た
り
生
じ
る
そ
う
し
た
困
難
ま
た
は
疑
義
を
、
双
方
の
合
意
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

解
消
す
る
こ
と
（
具
体
的
相
談
手
続
）
な
ら
び
に
二
重
課
税
条
約
上
の
規
定
の
欠
訣
を
補
填
す
る
こ
と
（
抽
象
的
相
談
手
続
）
を
目
指

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
時
折
一
部
狭
義
の
相
互
協
議
手
続
に
移
行
す
る
で
あ
ろ
う
具
体
的
個
別
事
案
に
か
か
わ
り
な
く
、
法
律
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
窟
）

題
の
解
明
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
相
談
手
続
の
目
標
は
、
規
制
整
一
性
の
意
味
に
お
け
る
二
重
課
税
の
均
一
な
適
用
と
解
釈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
律
問
題
の
み
な
ら
ず
、
行
政
技
術
上
の
問
題
も
ま
た
解
決
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
二
国
間
で
な
さ
れ
る
合
意
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
o
）

特
に
解
釈
の
合
意
は
、
そ
の
法
的
性
質
の
点
で
（
調
停
）
行
政
協
定
で
あ
る
の
で
、
納
税
義
務
者
も
裁
判
所
も
拘
束
し
な
い
。
こ
れ

に
対
応
し
て
、
こ
の
よ
う
な
合
意
は
ま
た
二
重
課
税
条
約
そ
の
も
の
を
変
更
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
合
意
は
解
釈
の

補
足
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
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（
醜
）
　
詳
細
は
、
参
照
、
b
■
ミ
ミ
ぎ
婁
§
（
閃
P
①
）
」
3
。

（
塒
）
　
ω
男
＝
と
冨
o
一
＝
力
週
＼
o
。
O
＜
o
ヨ
一
』
」
O
o
o
P
困
妻
一
〇
〇
〇
P
胡
①
〔
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
租
税
条
約
〕
“
宣
ミ
ミ
ぎ
§
§
（
閃
P
O
）
る
O
o。

●

（
悩
）
　
行
政
規
則
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
S
ミ
ミ
譜
義
曽
言
O
話
目
窪
α
R
勾
9
窪
駄
o
ぽ
獣
一
9
白
堕
ぼ
詔
’
＜
9
零
↓
一
冥
ρ
一
〇
〇〇
ρ
一
臼

舜
旧
ω
●
8
ヨ
①
ン
緊
ぎ
聴
、
＼
ミ
，
ミ
§
誉
§
ぎ
ミ
。
り
§
曽
言
ω
o
ロ
コ
霞
内
o
ヨ
ヨ
①
目
巽
矯
＞
拝
一
〇
〇
〇
〇
〇
・

（
鵬
）
　
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
一
文
。
詳
細
は
、
9
ミ
蔚
（
問
P
二
）
）
ま
o
。
舜

（
鵬
）
　
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
三
項
二
文
。
詳
細
は
、
O
』
ミ
鞘
（
問
員
一
一
）
」
呂
臣

（
研
）
　
若
干
の
日
本
二
重
課
税
条
約
で
は
、
こ
の
抽
象
的
相
談
手
続
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
条
約
の
概
観
は
、
民
ぎ
晦
鼻
U
ω
ヒ
一

　
＞
旨
●
N
㎝
国
N
●
一
一
〇
。

（
騰
）
　
映
o
罫
（
男
員
8
）
一
一
図
く
富
O
U
男
一
」
oo
（
一
〇
〇
〇
一
）
。

（
㎜
）
　
ボ
ン
基
本
法
五
九
条
二
項
二
文
参
照
。
詳
細
は
、
ミ
ミ
誉
ミ
吻
§
（
男
鼻
①
）
」
o。
o
o
隼

（
U
O
）
　
ω
句
＝
＜
O
ヨ
一
一
」
」
O
O
ρ
切
男
＝
＼
Z
く
一
8
0
㌔
O
卸
象
ぎ
鷺
卜
U
ω
＞
・
。
）
＞
『
叶
謡
寄
」
0
9
一
〇
〇
7
ミ
ミ
ぎ
§
§
（
閃
冥
O
）
堕



N
O
Q

o
。

第
五
章
　
仲
裁
手
続
（
第
四
項
）

第
一
節
　
モ
デ
ル
条
約
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー

OE　C　Dモデル条約における相互協議手続の性質（三・完）

38
　
［
合
同
協
議
」

　
本
項
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
そ
れ
が
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
別
事
案
で
あ
れ
、
第

三
項
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
の
、
特
に
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
一
般
的
な
問
題
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
に
合
同
協
議
を
行
う
か

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
≡
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

39
　
［
直
接
的
通
信
］

　
本
項
は
、
第
一
に
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
相
互
に
直
接
通
信
し
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
外
交
上
の
経

路
を
通
じ
る
必
要
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

40
　
［
手
続
き
の
実
施
」

　
権
限
の
あ
る
当
局
は
相
互
に
書
面
に
よ
り
、
書
簡
の
交
換
に
よ
り
、
電
話
に
よ
り
、
直
接
の
意
見
交
換
に
よ
り
通
信
で
き
、
そ
し

て
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
相
互
に
通
信
で
き
る
。
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
そ
れ
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
目
的
の

た
め
の
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

41

　
［
委
員
会
の
定
員
］

　
第
四
項
は
そ
の
委
員
の
数
及
び
こ
の
委
員
会
の
手
続
細
則
を
規
定
す
る
こ
と
を
、
権
限
の
あ
る
当
局
に
委
ね
て
い
る
。

49



（
一
九
九
二
年
七
月
二
一
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）
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42

　
［
納
税
義
務
者
の
地
位
］

　
両
締
約
国
は
こ
の
分
野
に
お
い
て
形
式
主
義
を
回
避
で
き
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
に
基
づ
き
合
同
委
員
会
に
事

案
を
提
起
す
る
納
税
義
務
者
に
対
し
て
、
両
締
約
国
は
一
定
の
本
質
的
な
権
利
を
保
障
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

　
1
書
面
又
は
口
頭
に
よ
り
、
本
人
自
身
又
は
代
理
人
を
通
じ
て
意
見
陳
述
を
す
る
権
利

　
ー
ム
升
護
士
の
補
佐
を
受
け
る
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

43

　
［
文
書
閲
覧
］

　
し
か
し
、
こ
の
手
続
き
の
特
別
な
性
格
に
鑑
み
、
納
税
義
務
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
事
案
の
文
書
閲
覧
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
必

要
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
一
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

44
　
［
委
員
会
の
構
成
］

　
権
限
の
あ
る
当
局
は
な
る
ほ
ど
合
同
委
員
会
に
お
け
る
代
表
者
を
選
任
す
る
に
当
た
り
完
全
に
自
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
権
限

の
あ
る
当
局
は
各
国
派
遣
団
1
そ
れ
は
、
当
該
手
続
き
の
追
行
に
つ
き
権
限
の
あ
る
行
政
庁
の
一
名
又
は
二
名
以
上
の
代
表
者
を

含
み
う
る
。
ー
の
団
長
と
し
て
そ
の
者
の
特
別
な
知
験
に
基
づ
き
選
任
さ
れ
た
高
官
又
は
裁
判
官
を
指
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
こ
の
よ
う
な
者
の
参
加
が
、
合
意
を
促
進
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
（
一
九
九
二
年
七
月
…
二
日
再
付
番
。
沿
革
参

照
）

50

　
m
　
最
後
に

45

　
［
経
験
と
発
展
」

　
相
互
協
議
手
続
は
、

本
質
的
に
は
、
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
条
約
の
傾
向
を
み
る
と
、
第
二
五
条
は
、
締
約
国
が
受
け
入
れ
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る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
最
大
限
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
な
お
、
納
税
義

務
者
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
完
全
に
満
足
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
限
の
あ
る
当

局
は
、
解
決
に
努
め
る
義
務
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
解
決
を
見
出
す
義
務
は
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
前
記
第
二
六
項
参
照
）
。

　
相
互
協
議
合
意
が
得
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
国
内
法
が
権
限
の
あ
る
当
局
に
与
え
た
和
解
し
う
る
余
地
に
大
き
く
依
存
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
租
税
条
約
が
二
つ
の
締
約
国
に
お
い
て
異
な
っ
て
解
釈
さ
れ
ま
た
は
適
用
さ
れ
た
場
合
で
、
権
限
の
あ
る
当
局

が
相
互
協
議
手
続
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
共
通
の
解
決
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
二
重
課
税
の
回
避
を
目
的
と
し
て

い
る
租
税
条
約
の
意
義
や
目
的
に
反
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
重
課
税
は
あ
い
か
わ
ら
ず
発
生
し
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

46
　
［
鑑
定
意
見
］

　
こ
の
状
況
を
相
互
協
議
手
続
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
せ
ず
に
回
避
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
解
決
の
た
め
の
第
一
歩
は
、
鑑
定
意

見
を
求
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
両
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
最
終
的
判
断
権
を
留
保
し
つ
つ
、
公
正
な
第
三
者
の
意

見
を
求
め
る
こ
と
に
合
意
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

47

　
［
コ
メ
ン
タ
リ
ー
］

　
モ
デ
ル
条
約
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
租
税
委
員
会
に
お
け
る
密
接
な
国
際
的
共
同
作
業
の
結
果
で
あ
る
。
手

近
な
可
能
性
と
し
て
は
、
特
別
な
解
釈
上
の
困
難
が
あ
る
特
定
の
問
題
点
に
関
し
て
生
じ
た
場
合
、
そ
の
規
定
の
適
正
な
理
解
に
関

す
る
意
見
を
租
税
委
員
会
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
や
り
か
た
は
、
租
税
委
員
会
の
目
的
及
び
課
題
に
も
沿
っ
た

も
の
で
あ
り
、
条
約
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
の
努
力
し
が
い
の
あ
る
統
一
性
へ
の
貴
重
な
貢
献
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
再
付
番
。
沿
革
参
照
）

48
　
［
仲
裁
手
続
］

51
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別
の
解
決
と
し
て
は
、
仲
裁
手
続
が
あ
る
。
E
C
の
加
盟
国
は
そ
の
多
数
国
間
仲
裁
手
続
条
約
（
こ
れ
は
、
一
九
九
〇
年
七
旦
三

日
に
署
名
さ
れ
た
。
ま
た
、
相
互
協
議
手
続
に
お
い
て
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
一
定
の
二
重
課
税
事
案
は
、
こ
の
多
数
国
間
仲
裁
手
続
条
約
の
取

極
め
に
従
っ
て
、
仲
裁
手
続
に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
に
お
い
て
仲
裁
手
続
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
最
近
の
二
国

間
租
税
条
約
は
、
両
締
約
国
が
未
解
決
の
事
案
を
仲
裁
手
続
に
付
す
こ
と
に
合
意
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
年
七
月
壬
二
日
再
付
番
及
び
改
正
。
沿
革
参
照
）
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第
二
節
　
モ
デ
ル
条
約
の
解
説

　
一
　
モ
デ
ル
条
約
間
の
合
致
と
相
違

　
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
四
項
一
文
は
文
言
上
す
べ
て
の
モ
デ
ル
条
と
一
致
し
て
い
る
。
第
二
文
お
よ
び
第
三
文
で
は
国
連
モ
デ
ル
条

約
は
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
四
項
三
文
に
比
べ
よ
り
立
ち
入
っ
た
規
定
を
お
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
U
S
モ
デ
ル
条
約
四
項
に

は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
と
国
連
モ
デ
ル
条
約
に
対
応
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る
。

　
二
　
〇
E
C
D
モ
デ
ル
条
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
二
重
課
税
条
約
で
、
予
定
さ
れ
て
い
る
相
互
協
議
手
続
は
関
係
の
納
税
義
務
者
に
対
し
、
相
互
協
議
手
続
に
関
与
す
る
両
当
局
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

合
意
す
る
よ
う
求
め
る
請
求
権
を
賦
与
し
て
い
な
い
。
解
釈
の
相
剋
が
存
し
う
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
二
重
課
税
を
二
国
間
条

約
レ
ベ
ル
に
お
い
て
回
避
す
る
と
い
う
、
二
重
課
税
条
約
の
本
来
の
目
的
は
達
成
さ
れ
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
居
住
地
国
と
し
て
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
応
能
負
担
の
原
則
に
基
づ
き
二
重
課
税
を
免
税
処
分
（
ω
け
窪
R
零

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

一
島
綾
ま
。
。
る
曽
＞
○
）
に
よ
っ
て
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
開
始
さ
れ
た
相
互
協
議
手
続
が
合
意
に
至
ら
な
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（
咽
）

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
仲
裁
手
続
が
若
干
の
二
重
課
税
条
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仲
裁
手
続
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
（
O
ω
》
山
園
O
＼
¢
o
っ
＞
の
場
合
そ
う
で
あ
る
。
）
、
解
釈
の
相
剋
か
ら
生
じ
て
い
た
問
題
は
つ
ね
に
最
終
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
郡
）

に
解
釈
さ
れ
る
（
O
ω
》
山
菊
O
＼
ω
睾
α
雪
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
グ
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
裁
定
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
仲

裁
手
続
は
と
く
に
二
国
間
の
移
転
価
格
紛
争
の
場
合
に
必
要
に
な
る
。

　
相
互
協
議
手
続
の
欠
点
は
、
双
方
の
税
務
当
局
は
相
互
協
議
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
く
努
力
す
る
義
務
を
負
う
が
、
解
決
す
る
義
務

の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
税
務
当
局
相
互
の
意
見
の
相
違
に
よ
っ
て
国
際
的
二
重
課
税
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、
納
税
義
務
者
が
浮
か

ば
れ
な
い
。
最
近
、
相
互
協
議
手
続
で
双
方
の
税
務
当
局
が
合
意
で
き
な
い
場
合
は
仲
裁
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
で
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

最
近
の
米
独
所
得
税
条
約
二
五
条
に
お
い
て
、
当
該
租
税
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
つ
い
て
の
双
方
締
約
国
の
意
見
の
相
違
が
解
決

で
き
な
い
場
合
、
両
税
務
当
局
は
、
そ
の
間
題
を
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
ド
イ
ツ
が
こ
の
規
定
の
採
用
を
強
く
主

張
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
E
C
の
移
転
価
格
税
制
に
関
す
る
指
令
案
（
↓
九
七
六
年
二
月
二
九
日
）
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
）

も
わ
れ
る
が
、
租
税
条
約
上
仲
裁
が
規
定
さ
れ
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
今
後
の
進
展
が
注
目
さ
れ
る
。

　
ω
　
第
四
項
は
相
互
協
議
の
手
続
面
を
規
律
し
て
い
る
。
第
四
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
直
接
相

互
に
通
信
し
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
は
、
外
務
省
を
通
じ
て
外
交
上
の
経
路
を
と
る
必
要
は
な
く
、
直
接
に
相
互
に
連
絡

を
と
り
あ
っ
て
よ
い
。
相
互
協
議
手
続
は
そ
れ
ぞ
れ
合
目
的
な
方
法
で
相
互
に
通
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

会
合
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ω
　
口
頭
の
意
見
交
換
が
合
意
の
成
立
の
た
め
に
合
目
的
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
場
合
、
こ
の
口
頭
意
見
交
換
は
、
両
締
約
国
の

権
限
の
あ
る
当
局
の
代
表
者
か
ら
成
る
委
員
会
に
お
い
て
実
施
さ
れ
う
る
。
一
九
九
五
年
の
第
四
項
の
新
規
定
に
よ
れ
ば
、
委
員
会

は
「
か
れ
ら
」
す
な
わ
ち
権
限
の
あ
る
当
局
、
「
ま
た
は
そ
の
代
表
者
」
か
ら
構
成
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
公
務
員
に
よ
っ
て
代
理

さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
当
局
自
体
は
ど
の
よ
う
に
し
て
委
員
会
の
委
員
に
な
り
う
る
か
は
、
法
的
に
は
理
解
し
え
な
い
。
委
員
会
が
、

53
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当
局
自
体
で
な
い
と
し
て
、
権
限
の
あ
る
当
局
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
有
意
義
で
あ
る
。
こ
れ
ら
代
表
者
は
訓

令
に
よ
り
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
務
で
は
、
判
断
の
余
地
が
交
渉
の
前
に
す
で
に
制
限
を
う
け
て
い
た
と
き
、

又
は
特
定
の
合
意
が
上
官
へ
の
再
質
問
後
に
は
じ
め
て
行
わ
れ
う
る
と
き
、
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

　
合
同
委
員
会
の
代
表
者
の
人
数
に
関
す
る
デ
ー
タ
お
よ
び
委
員
会
委
員
を
選
定
す
る
判
定
基
準
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
存
し
な
い
。

　
三
　
国
連
モ
デ
ル
条
約

　
国
連
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
四
項
二
文
は
さ
ら
に
、
そ
の
手
続
き
を
適
切
な
態
様
で
規
定
す
る
よ
う
、
権
限
の
あ
る
当
局
を
義
務
づ

け
て
い
る
。
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
第
四
項
三
文
は
、
当
局
の
補
完
的
な
一
方
的
な
処
分
の
た
め
の
授
権
を
定
め
て
い
る
。

第
二
五
条
四
項
二
文
お
よ
び
三
文
に
関
す
る
国
連
コ
メ
ン
タ
ー
ル
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
一
連
の
考
え
う
る
手
続
形
態
を
あ
げ
て
い

る
。　

こ
の
一
連
の
手
続
形
態
は
、
た
し
か
に
す
べ
て
の
相
互
協
議
手
続
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
コ
メ
ン
ト
の
な
か

で
は
と
く
に
特
殊
関
連
企
業
間
に
お
け
る
利
益
調
整
の
問
題
に
照
準
を
あ
わ
せ
て
い
る
。

54

　
四
　
U
S
モ
デ
ル
条
約

　
U
S
モ
デ
ル
条
約
で
は
、
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
五
条
四
項
二
文
に
相
当
す
る
規
定
を
は
欠
い
て
い
る
。

約
二
五
条
四
項
二
文
で
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
口
頭
の
意
見
交
換
が
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
い
な
い
が
、

口
頭
意
見
交
換
の
排
除
を
意
味
し
な
い
。

O
E
C
D
モ
デ
ル
条

こ
の
こ
と
は
し
か
し
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　　　　　　項　　目

相手国名

相互協議 　直接的

当局相互通信

口頭による

意見交換

OECD条約モデル

わが国の条約例

25条4項

1．アイルランド 27条4項 短条約モデル なし

2．アメリカ合衆国 25条4項 能条約モデル あり

3．イギリス 26条4項 短条約モデル なし

4．イスラエル 25条4項 犯条約モデル なし

5。イタリア 25条4項 犯条約モデル なし

6．インド 25条4項 短条約モデル なし

7．インドネシア 25条4項 陀条約モデル なし

8．エジプト 22条4項 ～条約モデル あり

9．オーストラリア 一（20条）
一 なし

10．オーストリア （22条2項）
一 なし

11．オランダ 一（27条2項） 一 なし

12．カナダ 23条4項 ～条約モデル なし

13．韓国 一（21条1項） 一 なし

14．ザンビア 25条4項 ～条約モデル なし

15．シンガポール 25条4項 ～条約モデル なし

16．スイス 25条4項 ～条約モデル なし

17．スウェーデン 24条4項 ～条約モデル なし

18．スペイン 25条4項 ～条約モデル なし

19．スリ・ランカ 一（19条） なし

20．ソ連邦 一 一 なし

21．タイ 23条4項 犯条約モデル なし

22．中国 25条4項 短条約モデル あり

23．チェッコスロヴァキア 25条4項 ～条約モデル なし

24．デンマーク 25条4項 短条約モデル なし
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二
　
説
　
明

1
　
当
局
間
の
直
接
的
通
信
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
対
日
本
租
税
条
約
と
し
て
、
ソ
連
邦
。

　　　　　　項　　目

相手国名

相互協議 　直接的

当局相互通信

口頭による

意見交換

25．ドイツ 25条4項 ～条約モデル なし

26．　トルコ 24条4項 犯条約モデル なし

27．ニュー・ジーランド 一（17条3項後半） 一 なし

28．ノールウェー 25条4項一 ～条約モデル なし

29．ハンガリー 25条4項 ～条約モデル なし

30．バングラデシュ 25条4項 ～条約モデル なし

31．パキスタン 一（18条3項後半） 一 なし

32．フィリピン 25条4項 ～条約モデル なし

33．フィンランド 25条4項 ～条約モデル なし

34．フランス 25条4項 ～条約モデル なし

35．ブラジル 25条4項 ～条約モデル なし

36．ブルガリア 25条4項 ～条約モデル なし

37．ヴィェトナム 24条4項 犯条約モデル なし

38．ベルギー 25条4項 短条約モデル なし

39．ポーランド 25条4項 ～条約モデル なし

40．マレイシア 21条4項 ～条約モデル なし

41．メキシコ 24条4項 ～条約モデル なし

42．ルクセンブルグ 27条4項 ～条約モデル なし

43．ルーマニア 24条4項 ～条約モデル なし
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2
　
当
局
間
の
直
接
的
通
信
に
関
す
る
規
定
は
存
す
る
が
、
し
か
し
口
頭
に
よ
る
意
見
交
換
を
明
文
で
許
容
す
る
規
定
が
な
い
。
対

日
本
租
税
条
約
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ニ
七
条
四
項
、
イ
ギ
リ
ス
ニ
六
条
四
項
、
イ
ス
ラ
エ
ル
ニ
五
条
四
項
、
イ
タ
リ
ア
ニ
五
条

四
項
、
イ
ン
ド
ニ
五
条
四
項
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ニ
五
条
四
項
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ニ
○
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ニ
○
条
、
オ
ラ
ン
ダ
ニ

七
条
二
項
、
カ
ナ
ダ
ニ
三
条
四
項
、
韓
国
二
一
条
一
項
、
ザ
ン
ビ
ア
ニ
五
条
四
項
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ニ
五
条
四
項
、
ス
イ
ス
ニ
五
条

四
項
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ニ
四
条
四
項
、
ス
ペ
イ
ン
ニ
五
条
四
項
、
ス
リ
・
ラ
ン
カ
一
六
条
、
タ
イ
ニ
三
条
四
項
、
チ
ェ
ッ
コ
・
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
ニ
五
条
四
項
、
デ
ン
マ
ー
ク
ニ
五
条
四
項
、
ド
イ
ツ
ニ
五
条
四
項
、
ト
ル
コ
ニ
四
条
四
項
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
七

条
三
項
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
二
五
条
四
項
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
五
条
四
項
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
ニ
五
条
四
項
、
パ
キ
ス
タ
ン
一
八
条
三
項
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
ニ
五
条
四
項
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
ニ
五
条
四
項
、
フ
ラ
ン
ス
ニ
五
条
四
項
、
ブ
ラ
ジ
ル
ニ
五
条
四
項
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
ニ
五

条
四
項
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
ニ
四
条
四
項
、
ベ
ル
ギ
ー
二
五
条
四
項
、
マ
レ
イ
シ
ア
ニ
一
条
四
項
、
メ
キ
シ
コ
ニ
四
条
四
項
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
ニ
七
条
四
項
、
ル
ー
マ
ニ
ア
ニ
四
条
四
項
。

3
　
当
局
間
の
直
接
的
通
信
を
同
条
約
に
定
め
る
別
な
目
的
の
た
め
に
も
許
し
て
い
る
。
対
日
本
租
税
条
約
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
ニ
○
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ニ
ニ
条
二
項
、
オ
ラ
ン
ダ
ニ
七
条
二
項
、
韓
国
二
一
条
一
項
、
ザ
ン
ビ
ア
ニ
五
条
四
項
、
ス
リ
・
ラ

ン
カ
一
九
条
、
デ
ン
マ
ー
ク
ニ
五
条
四
項
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
七
条
三
項
、
パ
キ
ス
タ
ン
一
八
条
三
項
。

4
　
一
九
八
九
年
独
米
租
税
条
約
二
五
条
五
項
は
、
成
果
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
相
互
協
議
手
続
を
仲
裁
手
続
に
よ
っ
て
引
き
継
ぎ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梱
）

る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
手
続
き
は
、
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
仲
裁
手
続
の
原
則
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

特
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
付
属
議
定
書
（
即
○
こ
二
四
号
に
よ
れ
ば
、
そ
の
都
度
の
個
別
事
案
に
つ
い
て
の
裁
定
は
、
両
締
約

国
に
対
し
て
拘
束
力
を
存
す
る
。
二
重
課
税
条
約
を
補
完
す
る
交
換
文
書
は
、
仲
裁
手
続
の
詳
細
を
規
律
し
て
い
る
。
納
税
義
務
者
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の
了
解
が
前
提
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
納
税
義
務
者
は
聴
聞
権
を
有
す
る
（
第
四
号
）
。
両
締
約
国
は
仲
裁
裁
判
所
の
裁
定
に
拘
束

さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
裁
定
は
、
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
の
事
後
の
判
断
に
当
た
っ
て
、
先
例
効
果
を
も
っ
て
い
な
い
（
第
五

号
）
。
こ
の
拘
束
力
に
関
し
て
、
結
果
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
、
仲
裁
裁
判
所
な
い
し
仲
裁
機
関
の
裁
定
に
服
す
る
、
と
い
う
納
税
義

務
者
の
同
意
が
仲
裁
手
続
の
開
始
要
件
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
納
税
義
務
者
は
そ
の
裁
定
に
拘
束
さ
れ
る
。

　
独
仏
租
税
条
約
二
五
条
A
も
ま
た
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
相
互
協
議
手
続
の
開
始
後
二
四
ヶ
月
以
内
に
合
意
で
き
な
い
場
合
に
、

第
二
五
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
手
続
き
す
べ
て
に
つ
い
て
、
仲
裁
委
員
会
の
裁
定
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
合
意
は
目
下
の
と

こ
ろ
U
S
A
／
メ
キ
シ
コ
条
約
（
二
六
条
五
項
）
お
よ
び
U
S
A
／
ニ
ュ
i
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
条
約
（
二
九
条
五
項
）
に
も
存
在
す
る
。

（
m
）
　
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
二
六
条
。

（
耽
）
　
卜
罫
ミ
こ
疑
く
o
磯
9
U
ω
》
ω
一
＞
拝
謡
勾
N
』
9
閏
譜
蕎
ぎ
”
U
①
げ
象
ぎ
＼
≦
器
の
Φ
§
魯
Φ
ぴ
U
劇
＞
噂
＞
『
叶
謡
肉
N
・
檜
映
肉
ミ
壽

　
（
句
ロ
。
O
O
）
曽
一
図
く
冨
O
U
司
一
）
“
O
（
一
〇
〇〇
一
）
●

（
瑠
）
　
＜
巴
●
山
ミ
拘
く
R
ω
感
旨
＆
讐
昌
鴨
く
角
貯
冒
①
昌
（
閃
昌
」
8
）
↓
N
。
o
o
。

（
四
）
　
＞
拝
誤
＞
げ
ω
』
U
ω
＞
由
即
U
＼
d
ω
＞
“
＞
拝
謡
＞
U
ω
＞
・
ω
勾
O
＼
牢
塁
ξ
虫
o
F
＞
拝
“
一
＞
げ
ω
●
㎝
U
ω
＞
由
勾
U
＼
ω
o
『
≦
巴
窪
。

（
塒
）
　
冨
義
鴇
ぴ
α
Φ
ω
①
賃
8
鐵
ω
。
冨
ロ
O
び
①
邑
良
o
ヨ
ヨ
雪
ω
N
貫
剛
邑
①
象
魯
窪
ω
亀
。
讐
轟
＜
8
ω
g
①
一
識
嗅
①
箒
口
＜
g
い
。
。
●
ド

　一

3
8
ω
O
ω
一
。
一
〇
臼
一
一
〇〇
一
’

（
恥
）
　
一
九
八
九
年
八
月
二
九
日
調
印
、
一
九
九
一
年
八
月
二
一
日
発
効
。

（
m
）
　
宮
武
敏
夫
・
国
際
租
税
法
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
、
八
六
－
八
七
頁
。

（
珊
）
　
b
●
ミ
織
ミ
亀
ミ
題
ミ
（
閃
P
①
）
」
嵩
h

（
u9
）
　
肉
●
S
O
良
魯
Z
①
毒
○
○
ヨ
ロ
①
8
昌
＞
仁
9
0
ユ
昌
℃
3
8
α
信
8
＞
＝
o
（
ω
｛
o
『
ヨ
R
①
餌
ω
①
α
句
一
〇
圏
獣
犀
ど
』
o
信
ヨ
巴
o
噺
↓
四
図
碧
一
〇
ロ

　
一
〇
〇
一
曽
ω
oo
O
｛
い
（
ω
oo

一
●
）
。

（
㎜
）
例
え
ば
、
米
独
租
税
条
約
二
五
条
二
項
に
関
す
る
交
換
公
文
。

58


